
- 1 -

参 照 条 文

●刑法

（危険運転致死傷）

第２０８条の２ アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な

状態で自動車を走行させ，よって，人を負傷させた者は１５年以下の

懲役に処し，人を死亡させた者は１年以上の有期懲役に処する。その

進行を制御することが困難な高速度で，又はその進行を制御する技能

を有しないで自動車を走行させ，よって人を死傷させた者も，同様と

する。

２ 人又は車の通行を妨害する目的で，走行中の自動車の直前に進入し，

その他通行中の人又は車に著しく接近し，かつ，重大な交通の危険を

生じさせる速度で自動車を運転し，よって人を死傷させた者も，前項

と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し，か

つ，重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し，よって人

を死傷させた者も，同様とする。

（業務上過失致死傷等）

第２１１条 業務上必要な注意を怠り，よって人を死傷させた者は，５

年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。重大

な過失により人を死傷させた者も，同様とする。

２ 自動車の運転上必要な注意を怠り，よって人を死傷させた者は，７

年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。ただ

し，その傷害が軽いときは，情状により，その刑を免除することがで

きる。
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●道路交通法

（無免許運転の禁止）

第６４条 何人も，第８４条第１項の規定による公安委員会の運転免許

を受けないで（第９０条第５項，第１０３条第１項若しくは第４項，

第１０３条の２第１項，第１０４条の２の３第１項又は同条第３項に

おいて準用する第１０３条第４項の規定により運転免許の効力が停止

されている場合を含む。），自動車又は原動機付自転車を運転してはな

らない。

［罰則 第１１７条の４第２号］

（運転免許）

第８４条 自動車及び原動機付自転車（以下「自動車等」という。）を運転しようとする者は，

公安委員会の運転免許（以下「免許」という。）を受けなければならない。

２～５ （略）

（免許の拒否等）

第９０条 （略）

２～４ （略）

５ 公安委員会は，免許を与えた後において，当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第

１項第４号から第６号までのいずれかに該当していたことが判明したときは，政令で定める

基準に従い，その者の免許を取り消し，又は６月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効

力を停止することができる。

６～１４ （略）

（免許の取消し，停止等）

第１０３条 免許（仮免許を除く。以下第１０６条までにおいて同じ。）を受けた者が次の各号

のいずれかに該当することとなつたときは，その者が当該各号のいずれかに該当することと

なつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は，政令で定める基準に従い，その

者の免許を取り消し，又は６月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止すること

ができる。ただし，第５号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは，当該

処分は，その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ，す

ることができない。

一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか，自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病

気として政令で定めるもの

一の二 認知症であることが判明したとき。

二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害

として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

三 アルコール，麻薬，大麻，あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。

四 第６項の規定による命令に違反したとき。

五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規

定に基づく処分に違反したとき（次項第１号から第４号までのいずれかに該当する場合を

除く。）。

六 重大違反唆し等をしたとき。
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七 道路外致死傷をしたとき（次項第５号に該当する場合を除く。）。

八 前各号に掲げるもののほか，免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路に

おける交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。

２・３ （略）

４ 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは，当該公安委員会は，その者

が第１項各号のいずれかに該当する場合（同項第５号に該当する者が前条の規定の適用を受

ける者であるときは，その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に

限る。）には，同項の政令で定める基準に従い，その者の免許を取り消し，又は６月を超え

ない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし，その者が第

２項各号のいずれかに該当する場合には，その者の免許を取り消すことができるものとし，

処分移送通知書を送付した公安委員会は，第１項又は第２項の規定にかかわらず，当該事案

について，その者の免許を取り消し，又は免許の効力を停止することができないものとする。

５～１０ （略）

（免許の効力の仮停止）

第１０３条の２ 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当すること

となつたときは，その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は，その者に対

し，当該交通事故を起こした日から起算して３０日を経過する日を終期とする免許の効力の

停止（以下この条において「仮停止」という。）をすることができる。

一 交通事故を起こして人を死亡させ，又は傷つけた場合において，第１１７条の違反行為

をしたとき。

二 第１１７条の２第１号若しくは第３号，第１１７条の４第２号又は第１１８条第１項第

７号の違反行為をし，よつて交通事故を起こして人を死亡させ，又は傷つけたとき。

三 第１１７条の２の２第１号若しくは第５号，第１１８条第１項第１号若しくは第２号又

は第１１９条第１項第１号から第２号の２まで，第３号の２，第５号，第９号の２若しく

は第１５号の違反行為をし，よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

２～７ （略）

（臨時適性検査に係る取消し等）

第１０４条の２の３ 第１０２条第６項の規定による通知を受けた者（免許を受けた者に限

る。）が同条第７項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは，

同項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は，政令で定める基準

に従い，その者の免許を取り消し，又は６月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を

停止することができる。ただし，当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由が

ある場合は，この限りでない。

２ （略）

３ 第１０３条第３項，第４項及び第９項の規定は，第１項の規定により免許を取り消し，又

は免許の効力を９０日（公安委員会が９０日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を

定めたときは，その期間。第５項において同じ。）以上停止しようとする場合について準用

する。この場合において，同条第３項中「第１０４条第１項の意見の聴取又は聴聞」とある

のは「聴聞」と，同条第４項中「第１項各号のいずれかに該当する場合（同項第５号に該当

する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは，その者が同条に規定する講習を受けな

いで同条の期間を経過した後に限る。）には，同項」とあるのは「第１０２条第７項の規定

に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは，第１０４条の２の３第１

項」と，「停止することができるものとし，その者が第二項各号のいずれかに該当する場合

には，その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができる

ものとし」と，「第１項又は第２項」とあるのは「同項」と，同条第９項中「第１項，第２

項又は第４項」とあるのは「第１０４条の２の３第１項又は同条第３項において準用する第

４項」と読み替えるものとする。

４～６ （略）
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（酒気帯び運転等の禁止）

第６５条 何人も，酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

２ （略）

［罰則 第１１７条の２第１号，第１１７条の２の２第１号］

（過労運転等の禁止）

第６６条 何人も，前条第１項に規定する場合のほか，過労，病気，薬

物の影響その他の理由により，正常な運転ができないおそれがある状

態で車両等を運転してはならない。

［罰則 第１１７条の２第３号，第１１７条の２の２第５号］

（交通事故の場合の措置）

第７２条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊（以下「交通事

故」という。）があつたときは，当該車両等の運転者その他の乗務員

（以下この節において「運転者等」という。）は，直ちに車両等の運

転を停止して，負傷者を救護し，道路における危険を防止する等必要

な措置を講じなければならない。この場合において，当該車両等の運

転者（運転者が死亡し，又は負傷したためやむを得ないときは，その

他の乗務員。以下次項において同じ。）は，警察官が現場にいるとき

は当該警察官に，警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署

（派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。）の警察官に当

該交通事故が発生した日時及び場所，当該交通事故における死傷者の

数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度，当

該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた

措置を報告しなければならない。

２～４ （略）

［罰則 第１項前段については第１１７条第１項，同条第２項，第

１１７条の５第１号 第１項後段については第１１９条第１項第

１０号］

（免許の申請等）

第８９条 免許を受けようとする者は，その者の住所地（仮免許を受け

ようとする者で現に第９８条第２項の規定による届出をした自動車教
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習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては，

その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地）を管轄する公安委員

会に，内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し，かつ，当該公安

委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。

２ 前項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会（そ

の者の住所地を管轄する公安委員会を除く。）に仮免許に係る免許申

請書を提出し，当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて，現

に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている

ものは，自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて

当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けるこ

とができる。この場合において，当該公安委員会は，その者が自動車

の運転について必要な技能を有すると認めるときは，内閣府令で定め

るところにより，その者に対しその旨を証する書面を交付するものと

する。

（自動車教習所）

第９８条 （略）

２ 自動車教習所を設置し，又は管理する者は，内閣府令で定めるところにより，当該自動車

教習所の所在地を管轄する公安委員会に，次に掲げる事項を届け出ることができる。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては，その代表者の氏名

二 自動車教習所の名称及び所在地

三 前２号に掲げるもののほか，内閣府令で定める事項

３～５ （略）

（免許の拒否等）

第９０条 公安委員会は，前条第１項の運転免許試験に合格した者（当

該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して，第１種免許

又は第２種免許にあつては１年を，仮免許にあつては３月を経過して

いない者に限る。）に対し，免許を与えなければならない。ただし，

次の各号のいずれかに該当する者については，政令で定める基準に従

い，免許（仮免許を除く。以下この項から第１２項までにおいて同

じ。）を与えず，又は６月を超えない範囲内において免許を保留する

ことができる。

一 次に掲げる病気にかかつている者

イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令

で定めるもの
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ハ イ又はロに掲げるもののほか，自動車等の安全な運転に支障を

及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

○道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）

（免許の拒否又は保留の事由となる病気等）

第３３条の２の３ 法第９０条第１項第１号イの政令で定める精神病は，統合失調症

（自動車等の安全な運転に必要な認知，予測，判断又は操作のいずれかに係る能力を

欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。）とする。

２ 法第９０条第１項第１号ロの政令で定める病気は，次に掲げるとおりとする。

一 てんかん（発作が再発するおそれがないもの，発作が再発しても意識障害及び運

動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。）

二 再発性の失神（脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて，

発作が再発するおそれがあるものをいう。）

三 無自覚性の低血糖症（人為的に血糖を調節することができるものを除く。）

３ 法第９０条第１項第１号ハの政令で定める病気は，次に掲げるとおりとする。

一 そううつ病（そう病及びうつ病を含み，自動車等の安全な運転に必要な認知，予

測，判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈し

ないものを除く。）

二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

三 前２号に掲げるもののほか，自動車等の安全な運転に必要な認知，予測，判断又

は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

４ （略）

一の二 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５条の２に規定す

る認知症（第１０３条第１項第１号の２において単に「認知症」と

いう。）である者

○介護保険法（平成９年法律第１２３号）

（認知症に関する調査研究の推進等）

第５条の２ 国及び地方公共団体は，被保険者に対して認知症（脳血管疾患，アルツハ

イマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度

にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。）に係る適切

な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため，認知症の予防，診断及び治療

並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びに

その成果の活用に努めるとともに，認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質

の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

二 アルコール，麻薬，大麻，あへん又は覚醒剤の中毒者

三～七 （略）

２～１４ （略）

（免許の取消し，停止等）

第１０３条 免許（仮免許を除く。以下第１０６条までにおいて同

じ。）を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたとき

は，その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時における

その者の住所地を管轄する公安委員会は，政令で定める基準に従い，
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その者の免許を取り消し，又は６月を超えない範囲内で期間を定めて

免許の効力を停止することができる。ただし，第５号に該当する者が

前条の規定の適用を受ける者であるときは，当該処分は，その者が同

条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ，

することができない。

一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令

で定めるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか，自動車等の安全な運転に支障を

及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

一の二 認知症であることが判明したとき。

二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすお

それがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であ

ることが判明したとき。

○道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）

（免許の取消し又は停止の事由となる病気等）

第３８条の２ 法第１０３条第１項第１号イの政令で定める精神病は，第３３条の２の

３第項に規定するものとする。

２ 法第１０３条第１項第１号ロの政令で定める病気は，第３３条の２の３第２項各号

に掲げるものとする。

３ 法第１０３条第１項第１号ハの政令で定める病気は，第３３条の２の３第３項各号

に掲げるものとする。

４ 法第１０３条第１項第２号の政令で定める身体の障害は，次に掲げるとおりとす

る。

一 体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの

二 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの

三 前２号に掲げるもののほか，自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいず

れかに係る能力を欠くこととなるもの（法第９１条の規定により条件を付し，又はこ

れを変更することにより，その能力が回復することが明らかであるものを除く。）

三 アルコール，麻薬，大麻，あへん又は覚せい剤の中毒者であるこ

とが判明したとき。

四～八 （略）

２～１０ （略）

［罰則規定］

第１１７条 車両等（軽車両を除く。以下この項において同じ。）の運
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転者が，当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において，第

７２条（交通事故の場合の措置）第１項前段の規定に違反したときは，

５年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

２ 前項の場合において，同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因す

るものであるときは，１０年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に

処する。

第１１７条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は，５年以下の懲役

又は１００万円以下の罰金に処する。

一 第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項の規定に違反して車両

等を運転した者で，その運転をした場合において酒に酔つた状態

（アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態

をいう。以下同じ。）にあつたもの

二 （略）

三 第６６条（過労運転等の禁止）の規定に違反した者（麻薬，大麻，

あへん，覚せい剤又は毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０

３号）第３条の３の規定に基づく政令で定める物の影響により正常

な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限

る。）

○毒物及び劇物取締法施行令（昭和３０年政令第２６１号）

（興奮，幻覚又は麻酔の作用を有する物）

第３２条の２ 法第３条の３に規定する政令で定める物は，トルエン並びに酢酸エチ

ル，トルエン又はメタノールを含有するシンナー（塗料の粘度を減少させるために使

用される有機溶剤をいう。），接着剤，塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

とする。

四・五 （略）

第１１７条の２の２ 次の各号のいずれかに該当する者は，３年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

一 第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項の規定に違反して車両

等（軽車両を除く。次号において同じ。）を運転した者で，その運

転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを

保有する状態にあつたもの

○道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）

（アルコールの程度）

第４４条の３ 法第１１７条の２の２第１号の政令で定める身体に保有するアルコール

の程度は，血液１ミリリットルにつき０．３ミリグラム又は呼気１リットルにつき
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０．１５ミリグラムとする。

二～四 （略）

五 第６６条（過労運転等の禁止）の規定に違反した者（前条第３号

の規定に該当する者を除く。）

六～七 （略）

第１１７条の４ 次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役

又は３０万円以下の罰金に処する。

一 （略）

二 法令の規定による運転の免許を受けている者（第１０７条の２の

規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができるこ

ととされている者を含む。）でなければ運転し，又は操縦すること

ができないこととされている車両等を当該免許を受けないで（法令

の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。）又は

国際運転免許証等を所持しないで（第８８条第１項第２号から第４

号までのいずれかに該当している場合，又は本邦に上陸した日から

起算して滞在期間が１年を超えている場合を含む。）運転した者

三 （略）

四 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を

受けた者

（免許の欠格事由）

第８８条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては，第１種免許又は第２種免許を与えな

い。

一 （略）

二 第９０条第１項ただし書の規定による免許の拒否（同項第３号又は第７号に該当するこ

とを理由とするものを除く。）をされた日から起算して同条第９項の規定により指定された

期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第２項の規定によ

る免許の拒否をされた日から起算して同条第１０項の規定により指定された期間を経過し

ていない者又は同条第５項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第９項の

規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若

しくは同条第６項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第１０項の規定に

より指定された期間を経過していない者

三 第１０３条第１項若しくは第４項の規定による免許の取消し（同条第１項（第４号を除

く。）に係るものに限る。）をされた日から起算して同条第７項の規定により指定された期

間（第１０３条の２第１項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免

許を取り消された場合にあつては，当該指定された期間から当該免許の効力が停止されて

いた期間を除いた期間。以下この号において同じ。）を経過していない者若しくは第１０３

条第２項若しくは第４項の規定による免許の取消し（同条第４項の規定による免許の取消

しにあつては，同条第２項に係るものに限る。）をされた日から起算して同条第８項の規定
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により指定された期間を経過していない者又は同条第１項若しくは第４項，第１０３条の

２第１項，第１０４条の２の３第１項若しくは同条第３項において準用する第１０３条第

４項の規定により免許の効力が停止されている者

四 第１０７条の５第１項若しくは第２項，同条第９項において準用する第１０３条第４項

又は第１０７条の５第１０項において準用する第１０３条の２第１項の規定により自動車

等の運転を禁止されている者

２・３ （略）

（国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転）

第１０７条の２ 道路交通に関する条約（以下「条約」という。）第２４条第１項の運転免許証

（第１０７条の第１項の国外運転免許証を除く。）で条約附属書９若しくは条約附属書１０

に定める様式に合致したもの（以下この条において「国際運転免許証」という。）又は自動

車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域（国際運転免許証を発給していない国

又は地域であつて，道路における危険を防止し，その他交通の安全と円滑を図る上で我が国

と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定め

るものに限る。）の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証（日本語による

翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において

「外国運転免許証」という。）を所持する者（第８８条第１項第２号から第４号までのいず

れかに該当する者を除く。）は，第６４条の規定にかかわらず，本邦に上陸（住民基本台帳

法 （昭和４２年法律第８１号）に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及

び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第６０条第１項の規定による出国の確認を，又

は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）第４条第１項の登録を受けている者が出入国

管理及び難民認定法第２６条第１項の規定による再入国の許可若しくは同法第６１条の２の

１２第１項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し，当該出国の日から３月に満

たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第１１７条の４第２号に

おいて同じ。）をした日から起算して１年間，当該国際運転免許証又は外国運転免許証（以

下「国際運転免許証等」という。）で運転することができることとされている自動車等を運

転することができる。ただし，旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で，旅客自動

車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場

合，又は代行運転普通自動車を運転する場合は，この限りでない。

第１１７条の５ 次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役

又は１０万円以下の罰金に処する。

一 第７２条（交通事故の場合の措置）第１項前段の規定に違反した

者（第１１７条の規定に該当する者を除く。）

二・三 （略）

第１１９条 次の各号のいずれかに該当する者は，３月以下の懲役又は

５万円以下の罰金に処する。

一～九 （略）

十 第７２条（交通事故の場合の措置）第１項後段に規定する報告を

しなかつた者

十一～十五 （略）

２ （略）


